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「「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置」に関する今後

の運用方針について」に基づく車両の配分について 

 

 「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について（令和２年３

月 31 日付け旅客課長事務連絡。以下「特例措置」という。）」に基づき実施されている事業

計画の変更を要しない休車（以下「臨時休車」という。）については、その復活期限を、「新

型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置」に関する今後の運用方針に

ついて（令和４年１月 31日付け旅客課長事務連絡。）」により、令和６年３月 31日までとし

ているところである。 

 また、「「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置」に関する今後

の運用方針について（令和５年 11 月 14 日付け旅客課長事務連絡）」により、臨時休車を活

用している各タクシー事業者から、各地方運輸局長等に対し、臨時休車車両を復活期限まで

に①復活させるか、②譲渡するか、③事業計画上減車とするかを令和５年 12月 27日までに

報告させることとし、③の台数を、運転者を確保する能力が十分にあるなど車両を有効活用

できる事業者に配分することとしていたところである。 

今般、令和６年３月 31 日までに①復活②譲渡のいずれの措置もとられず③事業計画上減

車の扱いとなった臨時休車車両（以下、「減車車両」とする）について、下記のとおり取り

扱うこととしたのでその旨了知されるとともに、遺漏なきよう取り図られたい。 

なお、本取扱いについては、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長あて、別添

のとおり通知したので申し添える。 

 

記 

 

 各準特定地域において発生した減車車両の車両数（以下「減車車両数」とする）について、

有効かつ迅速に車両を活用する観点から、以下のとおり配分することとする。以下、運転者

数と車両数は、各準特定地域内に存する営業所の合計値とする。 

 

１．配分希望の申出条件 

（１）運転者数を、配分を希望する車両数に申出時点の事業計画上の車両数を加算した合計

値で除して１以上となる場合に、事業者は配分希望の申出を行うことができる。 

（２）運転者数には、申出時点の運転者数に加え、確保予定の運転者（申請時点において、



 

今後勤務することが採用通知書、メール等により確認できる者）を含めることができ

る。 

 

２．配分方法 

（１）各申出事業者の配分を希望する車両数（以下「希望車両数」とする）が減車車両数を

下回る場合は、希望車両数どおり配分を行う。 

（２）各申出事業者の希望車両数の合計が、減車車両数を上回る場合は、各申出事業者 

間の運転者数の比率を算出し、当該比率のとおり車両を配分する。 

 

３．手続き方法 

（１）各地方運輸局は、令和６年４月１日時点における減車車両の車両数を７月 19 日に準

特定地域ごとに公表する。 

（２）減車車両の有効活用を希望する事業者は、各地方運輸局に対し７月 24 日までに、そ

の旨及び配分希望車両数を申し出ることとする。 

（３）申出に当たっては、申出時点の運転者台帳等、運転者数を挙証する書類を提出するこ

と。運転者数を算出するにあたり、確保予定の運転者数を含めた場合も同様に、今後

勤務することが確認できる採用通知書、メール等を提出すること。 

（４）各地方運輸局は、申し出のあった事業者に対し７月 26 日までに配分車両数の通知を

行う。 

（５）通知を受けた事業者は、７月 31 日までに事業計画（事業用自動車の数）変更の事前

届出書を提出し、事業用自動車として登録後速やかにタクシー事業において稼働させ

ること。 

 

４．その他 

７月 24 日までに配分希望の申出がなかった場合、もしくは、配分希望車両数の合計

が減車車両の車両数に満たなかった場合は、７月 31 日をもって当該準特定地域内にお

いて当該未配分車両数分の車両が減車されたものとみなす。 

 

 

 


